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平成 18 年 7 月 3 日 

各 位 

上場会社名 ユ ニ ダ ッ ク ス 株 式 会 社 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 立 花  篤実

コード番号 ９８９７（東証第一部） 

本店所在地 東京都武蔵野市境南町5丁目1番 21号

問合わせ先 専務取締役管理本部長 正 木  実

Ｔ  Ｅ  Ｌ （０４２２）３３－６４１１ 

    

 

公開買付けの賛同に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 18 年 7 月 3 日開催の取締役会において、菱洋エレクトロ株式会社（コード番号 8068 

東証第一部）が実施する当社株式の公開買付け（以下「本公開買付け」という）について賛同の意を表

明することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．公開買付者の概要（平成 18 年 1 月 31 日現在） 

(1) 商            号  菱洋エレクトロ株式会社 

(2) 主 な 事 業 内 容       半導体・システム情報機器・電子部品等の販売 

(3) 設 立 年 月 日    昭和 36 年 2 月 27 日 

(4) 本 店 所 在 地    東京都中央区築地一丁目 12 番 22 号 

(5) 代 表 者       代表取締役社長 島田 義久 

(6) 資 本 の 額    13,672 百万円 

(7) 発行済株式総数     32,072,398 株 

(8) 大 株 主 構 成  日本マスタートラスト信託銀行株式会社  6.8％ 

及 び 持 株 比 率  エス・エッチ・シー有限会社   6.6％ 

    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 6.0％ 

    エムエルアイイーエフジー   4.4％ 

    ザ・チェース・マンハッタン・バンク  3.4％ 

    島田元義     3.3％ 

    三菱電機株式会社    2.9％ 

    野村證券株式会社    2.6％ 

    ステートストリートバンク・アンド・トラスト・ 

カンパニー      2.0％ 

    資産管理サービス信託銀行株式会社  1.9％ 
（注1） 公開買付者の概要に関する情報は、公開買付者が平成 18 年 4 月
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28 日に提出した第 46 期有価証券報告書に基づき記載しておりま

す。 

（注2） 持株比率は、公開買付者の発行済株式総数 32,072,398 株を基準

に算出しています。 

（注3） 上記大株主のうち、信託銀行 3行の持株数は総て信託業務に係る

株式であります。 

（注4） 上記の他、公開買付者所有の自己株式が 4,392 千株（13.7%）あ

ります。 

（注5） 島田元義氏（公開買付者代表取締役会長）は平成 18 年 1月 19 日

逝去しましたが、平成 18 年 1月 31 日現在名義書換が完了してい

ないため、株主名簿上の名義で記載しております。 

(9) 当 社 と の 関 係  資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

 

２．公開買付けに関する意見の内容及び理由 

当社は、平成 18 年 7 月 3 日開催の取締役会において、本公開買付けについて以下の理由をもって

賛同の意を表明し、当社の保有する自己株式 1,680,225 株（但し、平成 18 年 6 月 1 日以降の単元未

満株式の買取請求に基づき取得した自己株式数は含んでおりません。）のうち 1,400,000 株を応募す

ることを決議しております。 

 

当社と菱洋エレクトロ株式会社の両社は、主に半導体、電子部品、システム情報機器、ソフトウェ

アを中心とした販売を展開しております。両社は変化の早いエレクトロニクス業界において、一層の

事業基盤の拡大を図っていくためには、魅力ある製品ラインナップを揃え、高い技術提案力と共にお

客様のあらゆるニーズに即応できる体制を整えていくことが不可欠であると考えております。 

 

両社は半導体ビジネスを中心としながら、当社は電子部品ビジネス、菱洋エレクトロ株式会社はシ

ステム情報機器にそれぞれの強み・特徴を有しており、これらのビジネスを相互に補完することで、

ビジネスの上流から下流までを幅広くサポートすることが可能となります。また、国内外における拠

点ネットワークにおいても、拠点の相互活用などによる効果が期待できる関係にあります。事業領域

での補完、地域面での相互活用が見込める両社が緊密に連携をすることによって、更なる顧客サービ

スの向上を目指し、その結果として両社の企業価値増大を図ることができると判断するに至りました。 

本公開買付けが成立した場合、当社は菱洋エレクトロ株式会社の持分法適用会社となる見込みであ

ります。  

なお、菱洋エレクトロ株式会社が本公開買付けにおいて買付けを行う株式数は当社株式 6,000,000

株（発行済株式総数の 33.46%）を目処としておりますので、本公開買付けが成立した後も、引き続き

当社の東京証券取引所への上場は維持される予定であります。 
 
 

（ご参考）菱洋エレクトロ株式会社による当社株式の公開買付けの概要 

（1）買付けを行う株券等の種類  普通株式 

（2）買付期間    平成18年7月4日（火曜日）から 

平成18年8月3日（木曜日）まで31日間 
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 （3）買付価格          １株につき720円 

 （4）買付価格の算定の基礎    当社普通株式の市場価格、財務・資産状況及び買付数量を総合的

に勘案して決定されております。なお、当該買付価格は、平成18

年6月30日に先立つ1ヶ月間の取引日の東京証券取引所市場にお

ける当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（587円。終値の無い日は除いて計算。）に約23％のプ

レミアムを加えた金額に相当します。 

 （5）買付予定株式数       6,000,000株  

（注1） 応募株券の総数が買付予定株式数（6,000,000 株）を超えない場

合は、応募株券の全部の買付けを行います。応募株券の総数が買

付予定株式数（6,000,000 株）を超える場合には、その超える部

分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、証券取引法第 27

条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの

開示に関する内閣府令第 32 条に規定するあん分比例の方式によ

り、株券の買付等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（注2） 当社が保有する自己株式の一部についても、本公開買付けを通じ

て応募する予定です。 

（注3） 単元未満株式については、本公開買付けの対象としておりません。 

 

 （6）公開買付けによる所有株式数の異動 

買付前所有株式数        0 株 （所有比率    0％） 

買付後所有株式数   6,000,000 株 （所有比率  33.46％） 

（注1） 買付後所有株式数は、買付予定株式数 6,000,000 株を買い付けた場合の株式数です。 

（注2） 所有比率は、当社の発行済株式総数 17,932,595 株（平成 18 年 3月 31 日現在）を基準に算出してお

ります。 

（注3） 菱洋エレクトロ株式会社の議決権の比率は、買付前 0％から買付後 37.05％になります。なお、議決

権の比率は当社の総株主の議決権の数 32,387 個（平成 18 年 3 月 31 日現在。同日現在において当社

が保有する自己株式にかかる議決権は含まれておりません。）を基準に算出しております。 

（注4） 当社は平成 18 年 7 月 3 日開催の取締役会において、保有する自己株式 1,680,225 株（但し、平成

18 年 6 月 1日以降の単元未満株式の買取請求に基づき取得した自己株式数は含んでおりません。）

のうち 1,400,000 株を本公開買付けに応募することを決議しておりますが、本公開買付けは、応募

株券の総数が買付予定株式数を超える場合には、その超える部分の全部又は一部の買付けは行われ

ず、証券取引法第 27 条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する

内閣府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券の買付等に係る受渡しその他の決済が行

われるため、当社自己株式の処分株式数が応募株式数と異なる場合があります。その場合は、処分

株式数に応じ、議決権の数及び議決権の比率は変更となる可能性があります。 

（7）公開買付開始公告日 平成 18 年 7 月 4 日（火曜日） 

（8）公開買付代理人 三菱ＵＦＪ証券株式会社 

（9）その他 

本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものでは

なく、又米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、フ
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ァクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を利用

して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありま

せん。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内から本公開買付けに応

募することはできません。 

又、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は米国において若しくは米国に

向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではなく、かか

る送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへ

の応募はお受けしません。本公開買付けの応募に際し、応募株主（外国人株主の場合は常任代

理人）は公開買付代理人にし、以下の旨の表明及び保証を行うことを求められることがありま

す。応募株主が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所

在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（その写しを含みます。）も、直接間

接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又は米国内から、これを受領したり送付

したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応募申込書の署名交付に関して、直接間接を

問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、フ

ァクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）又は米

国内の証券取引所施設を使用していないこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任

者として行動する者でないこと（当該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与え

ている場合を除きます。）。 

 

以 上  

 

<添付資料>「公開買付け開始に関するお知らせ」 
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<添付資料> 

 

 

 

平成 18 年 7 月 3 日 

各      位 

会 社 名 菱洋エレクトロ株式会社 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 

 島 田 義 久 

（ コ ー ド 番 号  8 0 6 8  東 証 第 一 部 ）

取 締 役 広 報 室 長 
問合せ先 

安 永 文 雄 

（ 電 話 番 号 0 3 - 3 5 4 3 - 7 7 1 1  ）

 

公開買付け開始に関するお知らせ 

 

当社は、平成 18 年 7 月 3 日開催の取締役会において、ユニダックス株式会社（コード番号 9897 

東証第一部、以下「対象者」という）の株式を公開買付け（以下「本公開買付け」という）により

取得することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．公開買付けの目的 

 

当社と対象者の両社は、主に半導体、電子部品、システム情報機器、ソフトウェアを中心とした

販売を展開しております。両社は変化の早いエレクトロニクス業界において、一層の事業基盤の拡

大を図っていくためには、魅力ある製品ラインナップを揃え、高い技術提案力と共にお客様のあら

ゆるニーズに即応できる体制を整えていくことが不可欠であると考えております。 

 

両社は半導体ビジネスを中心としながら、当社はシステム情報機器、対象者は電子部品ビジネスに

それぞれの強み・特徴を有しており、これらのビジネスを相互に補完することで、ビジネスの上流か

ら下流までを幅広くサポートすることが可能となります。また、国内外における拠点ネットワークに

おいても、拠点の相互活用などによる効果が期待できる関係にあります。事業領域での補完、地域面

での相互活用が見込める両社が緊密に連携をすることによって、更なる顧客サービスの向上を目指し、

その結果として両社の企業価値増大を図ることができると判断するに至りました。 

両社は今後の協議を通じて業務提携関係を構築する予定ですが、この関係をより実のあるものとす

るために、対象者取締役会の賛同の下、当社が対象者株式 6,000,000 株（発行済株式総数の 33.46%）

の取得を目指して、本公開買付けを行うことを決議いたしました。本公開買付けが成立した場合、対

象者は当社の持分法適用会社となる見込みであります。 

また、本公開買付けにあたり、対象者からは、同社の保有する対象者株式（自己株式）のうち、
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1,400,000 株（発行済株式総数の 7.81％）について、本公開買付けに応募することの決議もなされて

おります。 

なお、対象者は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という）に上場しておりま

すが、当社が本公開買付けにおいて買付けを行う株式数は対象者株式 6,000,000 株（発行済株式

総数の 33.46%）を目処としておりますので、本公開買付けが成立した後も、引き続き対象者の東

京証券取引所への上場は維持される予定であります。 

 

２．公開買付けの概要 

（1） 対象者の概要（平成 18 年 3 月 31 日現在） 

① 商号        ユニダックス株式会社 

② 主な事業内容    半導体、電子部品、情報機器、ソフトウェアの販売 

③ 設立年月日     昭和 47 年 2 月 2 日 

④ 本店所在地     東京都武蔵野市境南町五丁目 1 番 21 号 

⑤ 代表者       代表取締役社長 立花 篤実  

⑥ 資本の額      4,800,338 千円 

⑦ 発行済株式総数   17,932,595 株 

⑧ 大株主構成及び所有比率  

日興シティグループ証券株式会社 7.9％ 

バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム
クライアント アカウンツ イーアイエスジ
ー（常任代理人株式会社三菱東京 UFJ 銀行）

5.1％ 

立花 篤実 3.7％ 

三菱商事株式会社 2.8％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 

2.8％ 

ユニダックス社員持株会 2.4％ 

戸矢崎 哲 2.3％ 

竹田 和平 2.0％ 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 1.9％ 

株式会社みずほ銀行（常任代理人資産管理サ
ービス信託銀行株式会社） 

1.8％ 

（注1） 対象者の概要に関する情報は、対象者が平成18年6月29日に提出した第35期有価証券報告書に基

づき記載しております。 

（注2） 所有比率は、対象者の発行済株式総数17,932,595株を基準に算出しています。 

（注3） 対象者は自己株式1,680千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合9.4％）を保有しており

ます。 

（注4） 平成18年3月31日現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の信託業務株式数に

ついては、対象者として把握することができないため記載しておりません。 

（注5） 日興シティグループ証券株式会社より平成18年２月７日付で提出された大量保有報告書により

同日現在で1,508千株の株式を保有している旨の報告を受けましたが、対象者として平成18年3月

31日現在における所有株式数の確認が出来ませんので、株主名簿における株式数を記載しており

ます。 
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（注6） サスケハナ・アイルランド・リミテッド（常任代理人ホワイト＆ケース法律事務所）から、平成

18年４月５日付で提出された大量保有報告書により同日現在で以下のとおり株式を保有してい

る旨の報告を受けましたが、対象者として平成18年3月31日現在における所有株式数の確認が出

来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 

氏名又は名称 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

サスケハナ・アイルランド・リミテッド 879  4.9 

 

（注7） バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行株式会社及びその共同保有者から、平成18

年１月16日付で提出された大量保有報告書により、同日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有

している旨の報告を受けましたが、対象者として平成18年3月31日現在における所有株式数の確

認が出来ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

 

氏名又は名称 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数

に対する所有株

式数の割合（％）

バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行㈱ 40  0.2 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ㈱ 636  3.5 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ、エヌ・エイ 338  1.9 

バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド 74  0.4 

バークレイズ・バンク・ピーエルシー 11  0.1 

バークレイズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド 37  0.2 

⑨ 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。 

（2） 買付けを行う株券等の種類 

普通株式 

（3） 公開買付期間 

平成 18 年 7 月 4 日（火曜日）から平成 18 年 8 月 3 日（木曜日）まで （31 日間） 

（4） 買付価格 

1 株につき 720 円 

（5） 買付価格の算定の基礎 

対象者普通株式の市場価格、財務･資産状況及び買付数量を総合的に勘案して決定致しまし

た。当該買付価格は、平成 18 年 6 月 30 日に先立つ 1 ヶ月間の取引日の東京証券取引所市

場における対象者普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示含む。）の平均値(587 円。

終値のない日は除いて計算。) に約 23％のプレミアムを加えた金額に相当します。 

（6） 買付予定株式数  6,000,000 株   

（注1） 応募株券の総数が買付予定株式数（6,000,000 株）を超えない場

合は、応募株券の全部の買付けを行います。応募株券の総数が買

付予定株式数（6,000,000 株）を超える場合には、その超える部

分の全部又は一部の買付けは行わないものとし、証券取引法第 27
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条の 13 第 5 項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの

開示に関する内閣府令第 32 条に規定するあん分比例の方式によ

り、株券の買付等に係る受渡しその他の決済を行います。 

（注2） 対象者が保有する自己株式の一部についても、本公開買付けを通

じて取得する予定です。 

（注3） 単元未満株式については、本公開買付けの対象としておりません。 

（7） 公開買付けによる所有株式数の異動 

買付前所有株式数       0 株  （所有比率     0％） 

買付後所有株式数   6,000,000 株  （所有比率  33.46％） 

（注1） 買付後所有株式数は、買付予定株式数 6,000,000 株を買い付けた

場合の株式数です。 

（注2） 所有比率は、対象者の発行済株式総数 17,932,595 株（平成 18 年

3月 31 日現在）を基準に算出しております。 

（注3） 当社の議決権の比率は、買付前 0％から買付後 37.05％になりま

す。なお、議決権の比率は対象者の総株主の議決権の数 32,387

個（平成 18 年 3月 31 日現在。同日現在において対象者が保有す

る自己株式にかかる議決権は含まれておりません。）を基準に算

出しております。 

（注4） 対象者は平成 18 年 7 月 3 日開催の取締役会において、保有する

自己株式1,680,225株のうち1,400,000株を本公開買付けに応募

することを決議しておりますが、本公開買付けは、応募株券の総

数が買付予定株式数を超える場合には、その超える部分の全部又

は一部の買付けは行われず、証券取引法第 27 条の 13 第 5項及び

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣

府令第 32 条に規定するあん分比例の方式により、株券の買付等

に係る受渡しその他の決済が行われるため、当該対象者自己株式

の買付株式数が応募株式数と異なる場合があります。その場合、

当該買付株式数に応じ、議決権の数及び議決権の比率は変更とな

る可能性があります。 

（8） 公開買付開始公告日 

平成 18 年 7 月 4 日（火曜日） 

（9） 公開買付代理人 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 

（10）買付に要する資金 

4,347,000 千円（予定） 

（11）決済の開始日 

平成 18 年 8 月 11 日（金曜日） 

（12）その他 
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本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるもの

ではなく、又米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段（電話、テレッ

クス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りませ

ん。）を利用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われ

るものでもありません。上記方法・手段により、もしくは上記施設を通じて、又は米国内

から本公開買付けに応募することはできません。 

又、本公開買付けに係る公開買付届出書又は関連する買付書類は米国において若しくは米

国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるものではな

く、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本

公開買付けへの応募はお受けしません。本公開買付けの応募に際し、応募株主（外国人株

主の場合は常任代理人）は公開買付代理人に対し、以下の旨の表明及び保証を行うことを

求められることがあります。応募株主が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点の

いずれにおいても、米国に所在していないこと。本公開買付けに関するいかなる情報（そ

の写しを含みます。）も、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて、又

は米国内から、これを受領したり送付したりしていないこと。買付け若しくは公開買付応

募申込書の署名交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは

国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット

通信を含みますが、これらに限りません。）又は米国内の証券取引所施設を使用していな

いこと。他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動する者でないこと（当

該他の者が買付けに関するすべての指示を米国外から与えている場合を除きます。）。 

 

３．対象者との公開買付けに関する合意 

対象者は、本日開催の取締役会において、本公開買付けについて賛同の意を表明しております。 

 

４．対象者自己株式の応募 

対象者は、本日開催の取締役会において、対象者の保有する自己株式 1,680,225 株のうち 1,400,000

株を応募することを決議しております。 

 

５．今後の見通し 

本公開買付けにより、対象者は当社の持分法適用会社となる見込みであります。当社の平成 19

年 1 月期の業績に与える影響につきましては、本公開買付け成立後、改めてご報告いたします。 

 

以 上 


